
 

京都市クリーニング業法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和２年１２月１４日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市規則第   号 

   京都市クリーニング業法施行細則の一部を改正する規則 

 京都市クリーニング業法施行細則の一部を次のように改正する。 

第４条第２項第５号を同項第６号とし，同項第４号の次に次の１号を加える。 

⑸ 契約書その他の省令第１条の３第１項本文の規定による届出をしようとする者が

当該営業を譲り受けたことを証する書類（同項ただし書の規定の適用を受ける場合

に限る。） 

第５条第２項第４号を同項第５号とし，同項第３号の次に次の１号を加える。 

⑷ 契約書その他の省令第１条の３第２項本文の規定による届出をしようとする者が

当該営業を譲り受けたことを証する書類（同項ただし書の規定の適用を受ける場合

に限る。） 

第１号様式注以外の部分中「の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所」を「の受取

及び引渡しのみを行うクリーニング所※」に，「構造」を「※構造」に，「消毒」を「※消

毒」に， 

「 

開 設 予 定 年 月 日        年  月  日  を 

                                     」 

「 

開 設 予 定 年 月 日 年  月  日  

 に 営業の 

譲受け 

譲受けの有無 □有 検査確認済証の発行年月日及び番号 
  年  月  日 第   号 

□無 

変 更 の 有 無 □有 

クリーニング業法施行規則（以下「省令」 
という。）第１条の３第１項 
□第４号 □第６号 □第７号 □第８号 

□第９号 

□無 

                                      」 

改め，同様式注２を同注３とし，同注１の次に次のように加える。 

 ２ ※印の欄は，営業を譲り受けた場合で，省令第１条の３第１項第４号，第８号及び

５８



 

第９号のいずれかに掲げる事項に変更がないときは，当該事項について記入する必

要はありません。 

第１号様式注に次のように加える。 

４ 変更の有無の欄は，営業を譲り受けた場合にのみ記入してください。 

第２号様式を次のように改める。 

第２号様式（第４条から第６条まで関係） 

従  事  者  名  簿 

注１ 従事者数の欄は，クリーニング業法（以下「法」という。）第５条第１項若し

くは第２項の規定による届出を行う場合（いずれも営業を譲り受けた場合に限

従 事 者 数 クリーニング師   名  その他の従事者   名 

管 理 人 

氏 名 年  月  日生 登 録 年  
住 所  登録都道府県名  

本 籍 地  登 録 番 号  

 変 更 の 内 容 □雇用 □退職 変更の年月日 年  月  日 

従
事
者
（
管
理
人
を
除
く
。
） 

 

□クリーニング師 
□その他（氏名のみ記載） 

氏 名 年  月  日生 登 録 年  
住 所  登録都道府県名  
本 籍 地  登 録 番 号  

変 更 の 内 容 □雇用 □退職 変更の年月日 年  月  日 

□クリーニング師 
□その他（氏名のみ記載） 

氏 名 年  月  日生 登 録 年  
住 所  登録都道府県名  
本 籍 地  登 録 番 号  

変 更 の 内 容 □雇用 □退職 変更の年月日 年  月  日 

□クリーニング師 
□その他（氏名のみ記載） 

氏 名 年  月  日生 登 録 年  
住 所  登録都道府県名  

本 籍 地  登 録 番 号  
変 更 の 内 容 □雇用 □退職 変更の年月日 年  月  日 

□クリーニング師 
□その他（氏名のみ記載） 

氏 名 年  月  日生 登 録 年  
住 所  登録都道府県名  
本 籍 地  登 録 番 号  

変 更 の 内 容 □雇用 □退職 変更の年月日 年  月  日 



 

る。）又は同条第３項の規定による届出を行う場合で，従事者数に変更がないと

きは，記入する必要はありません。 

２ クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業と

しようとする者は，管理人を置く必要はありません。 

３ 管理人の欄のうち登録年の欄，登録都道府県名の欄及び登録番号の欄は，管理

人がクリーニング師である場合にのみ記入してください。ただし，営業を譲り受

けた場合で，登録年，登録都道府県名又は登録番号に変更がないときは，記入す

る必要はありません。 

４ 変更の内容の欄及び変更の年月日の欄は，法第５条第１項又は第２項の規定に

よる届出を行う場合（いずれも営業を譲り受けた場合を除く。）は，記入する必

要はありません。 

５ 該当する□には，レ印を記入してください。 

６ 従事者（管理人を除く。）の欄は，営業を譲り受けた場合で，クリーニング師又

はその他の従事者に係る事項に変更がないときは，当該事項について記入する必

要はありません。 

第３号様式注以外の部分中「営業区域」を「※営業区域」に，「業務用車両の構造」を

「※業務用車両の構造」に，「消毒」を「※消毒」に， 

「  

営業開始予定年月日    年  月  日  を 

                                     」 

「 

営業開始予定年月日 年  月  日   

営業の 

譲受け 

譲受けの有無 □有 
届出年月日    年   月  日   

業務用車両の自動車登録番号又は車両 
番号 

□無 
 

 

  に 

変 更 の 有 無 □有 

クリーニング業法施行規則（以下「省 
令」という。）第１条の３第２項 
□第３号 □第５号 □第７号  
□第８号 □第９号 

□無 

                                      」 



 

改め，同様式注を同注２とし，同注２の前に次のように加える。 

 １ ※印の欄は，営業を譲り受けた場合で，省令第１条の３第２項第３号，第５号及び

第９号のいずれかに掲げる事項に変更がないときは，当該事項について記入する必

要はありません。 

 第３号様式注に次のように加える。 

 ３ 変更の有無の欄は，営業を譲り受けた場合にのみ記入してください。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，令和２年１２月１５日から施行する。 

（経過措置） 

２ 従前の様式による用紙は，市長が認めるものに限り，当分の間，これを使用すること

ができる。 

（保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課） 


